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平成 29 年９月 26 日 

＜ 問 い 合 わ せ 先 ＞ 

住 宅 局 建 築 指 導 課 

代表 03-5253-8111 

 

 

建築基準法施行令第二十三条第一項の規定に適合する階段と同等以上に

昇降を安全に行うことができる階段の構造方法を定める件の一部を改正

する告示案に関する意見募集の結果について 

 

 

国土交通省では、平成 29 年８月８日（火）から平成 29 年９月６日（水）までの期

間において建築基準法施行令第二十三条第一項の規定に適合する階段と同等以上に

昇降を安全に行うことができる階段の構造方法を定める件の一部を改正する告示案

に関する意見募集を行いました。寄せられたご意見の概要及びそれに対する考え方を

以下のとおりとりまとめましたので、公表いたします。 

皆様のご協力に深く感謝申し上げるとともに、今後とも国土交通行政の推進にご協

力頂きますよう、よろしくお願いいたします。
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○建築基準法施行令第二十三条第一項の規定に適合する階段と同等以上に昇降を安全に行うことができる階段の構造方法を定める

件の一部を改正する告示案に寄せられたご意見と国土交通省の考え方 

※９の個人・団体から合計 12 件の意見をいただきました。 

※とりまとめの都合上、内容を適宜要約させていただいております。 

※本告示と直接の関係がないため掲載しなかったご意見についても、今後の施策の推進に当たって、参考にさせていただきます。 

 

パブリックコメントにおける主なご意見 国土交通省の考え方 

告示の踏面の寸法について、建築基準法施行令第 23 条第１項

ただし書に規定する住宅の階段の寸法と同様に 15 センチメー

トル以上とすることも検討できうると考えられるが、なぜ 19

センチメートルとしたのか。 

ヒアリング等により、住宅から寄宿舎等への用途変更に関する実態や、供給されて

いる住宅の階段の寸法の実態について把握するとともに、心理評価実験により、今

回の寸法の階段で安全措置を施したものについて、現行基準の寸法の階段と同等以

上の昇降の安全性の評価が確認できたこと等に基づいて、今回の蹴上げと踏面の寸

法としており、新築等を除いたり、対象を限定したりする必要はありません。 

 

告示の適用対象となる建築物は新築を除くべきではないか。ま

た規模、用途、工事種別等を限定すべきではないか。 

「表面を粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げたもの」につ

いては具体的にどのようなものがあるか。 

「粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げたもの」については、改正前の告示にお

いて定められているものと特に取扱いを変えるものではありません。なお、階段構

造における仕上げの一例としては、すべり止めを目的とした段鼻材を付けることな

どが挙げられます。 

「手すり」とは、建築基準法施行令第 25 条第 1 項の手すりと

同様のものとして扱ってよろしいか。 

貴見のとおりです。 

改正告示が適用される階段は、建築基準法施行令第 23 条第３

項の幅員のみなし算定については、片側に限るべきではない

か。 

今回の告示の改正によって、建築基準法施行令第 23 条第３項の階段及びその踊り

場の幅の考え方について、これまでと特段取扱いを変えるものではありません。 

 
 


